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参加者募集中　9.14 全国中小業者決起集会
日　時：9/14（木）13 時～ ( 集合は 10 時半に大宮駅 豆の木前）

会　場：砂防会館　東京都千代田区平河町 2-7-4
　地下鉄永田町駅（有楽町線・半蔵門線・南北線）4 番出口 徒歩 1 分

　参加者には行動費 5,000 円＋規定の交通費を支給
します。参加申込は大宮民商までご連絡ください。

有給休暇 年 5日取得させないと事業主に罰則
　全ての事業所は従業員※に対して年 5 日の年次有給休暇を取得させる義務が
あり、違反した事業所には対象となる従業員一人につき 30 万円以下の罰金ま
たは 6 か月以下の懲役が科されます。※年次有給休暇が 10 日以上付与される従業員

　従業員に年次有給休暇が付与される要件は 2つ。
　①雇い入れの日から６か月経過していること
　②その期間の全労働日の８割以上出勤したこと。
　一般的な通常の勤務状況であれば、ほとんどの従業員が
該当します（右表参照）。パートやアルバイトにも与えられます（下
表参照）。

　パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇
の日数は、所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週 30 時間
未満で、かつ、週所定労働日数が 4日以下または年間の所定労働日数が 216 日以下の労働者です。

　年次有給休暇は、その時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、年次有給
休暇の時季を変更することが出来ますが、それ以外の場合は労働者が指定した月日に年次有給休暇を与える
必要があります。また労働者は有給休暇の取得の理
由を応える義務はありません。

　「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」についての
詳細は厚労省ホームページでご確認ください。

一般従業員
（所定労働日数週 5 日以上）の

年次有給休暇 付与日数
雇入れの日から

起算した勤続期間
付与される
休暇の日数

６か月 10 労働日

１年６か月 11 労働日

２年６か月 12 労働日

３年６か月 14 労働日

４年６か月 16 労働日

５年６か月 18 労働日

６年６か月以上 20 労働日

週の所定労働日数
1 年間の

所定労働日数

継 続 勤 務 年 数

6 か月 1 年
6 か月

2 年
6 か月

3 年
6 か月

4 年
6 か月

5 年
6 か月

6 年
6 か月以上

4 日 169 日～ 216 日
付

与

日

数

7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日

3 日 121 日～ 168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日

2 日 73 日～ 120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日

1 日 48 日～ 72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日

《 予　定　表 》
9/11（木）弁護士による無料法律相談（要予約）13:00 ～
9/14（木）全国中小業者決起集会（砂防会館）
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